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１．重点区域の設定の考え方  

本計画における重点区域は、郡上市固有の歴史及び伝統を反映した活動と、その活動が

行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地によって良好な市街地の環境を

形成しており、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進す

ることが特に必要であり、かつ、歴史的風致の維持及び向上が効果的に図られる範囲とする。 

郡上市域には豊かな自然や長い歴史によって育まれた各地域固有の歴史的風致が数多く

形成されている。特に郡上八幡市街地は近世初期に形成された山と川に囲まれた城下町で

あり、町の骨格が変わることなく現代に受け継がれ、建物も近世から近代まで町家建築で建て

られてきた。郡上八幡市街地北部に位置する北町地区は大正 8 年の大火で焼失したが、大

火後も町家は建てられ続け、郡上八幡市街地全体に確認することができる。 

郡上八幡市街地には水とともに生きる独特の生活様式によって形成された町並みが今も残

されており、豊富な水源に支えられた多様な水利用形態が伝統的水利用と一体となって、「水

のまち郡上八幡にみる歴史的風致」を形成している。 

郡上八幡市街地の北町地区は重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、その周

辺部となる南町と併せて、かつての町割を今に伝えている。そして、近世から継承されてきた盆

踊として、各町内の祭祀や由緒等に由来している郡上踊が踊り継がれており、「郡上踊にみる

歴史的風致」を形成している。 

更に、春には城下町の歴史とともに継承されてきた岸剣神社・日吉神社・八幡神社による

大神楽が奉納され、「城下町の大神楽にみる歴史的風致」を形成している。このように、郡上

八幡市街地は本市特有の歴史的風致を感じることができる代表的な地域である。 

しかし、郡上八幡市街地では住民の減少や高齢化により住宅の空家化や老朽化が増加し、

その結果として空地化につながるケースもみられている。また、住民の減少は祭礼や様々な活

動の担い手不足や活動を支える組織の弱体化に直結しており、伝統の伝承や組織の運営に

支障をきたす恐れもある。 

更に、観光客は年々増加傾向にあるなかで、狭隘
き ょ う あ い

な道路での歩車共存の交通形態となっ

ている郡上八幡市街地では、郡上踊シーズンや春秋の連休時には歩行者と車両が入り乱れ

る交通混乱がしばしば発生している。また、観光車両の流入増加に伴い、市街地の駐車場化

による町並みの魅力低下が危惧されているほか、観光客の増加に伴う防犯やゴミ対策も必要

になっている。また、郡上八幡市街地には歴史的価値の高い建築物や伝統的な活動がよく継

承されている半面、それらの歴史的資産としての価値や、町並みと自然が一体となった優れた

景観が持つ希少性を地域に暮らす住民自身に十分に認識されていない。 

こうしたことから、郡上市固有の歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的か

つ一体的に推進することが特に必要であると認められる区域として、郡上八幡市街地を重点

区域に設定し、歴史的風致の維持向上を図り、各種施策を展開していく。 

第４章 重点区域の位置及び区域 
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長滝白山神社と長滝の延年にみる歴史的風致 

白山神社と寒水の掛踊にみる歴史的風致 

九 頭 の 祭 に み る 歴 史 的 風 致 

明建神社と七日祭にみる歴史的風致 

郡 上 踊 に み る 歴 史 的 風 致 

城下町の大神楽にみる歴史的風致 

水のまち郡上八幡にみる歴史的風致 

 これまでに示した維持向上すべき歴史的風致の分布を示すと下図のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡上八幡市街地拡大図 



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■      第４章 重点区域の位置及び区域 

 
 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡 上 市 の 文 化 財 分 布



第４章 重点区域の位置及び区域      □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□ 

 
 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点区域の範囲 
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２．重点区域の位置及び区域 

 

 

１）重点区域の位置 

郡上八幡市街地では、統一された様式をもつ町家が密集して残る郡上八幡北町伝統的建

造物群保存地区を核として、市街地全体に伝統的工法による歴史的町並みが残されている。

また、重要無形民俗文化財に指定されている郡上踊、県重要無形民俗文化財に指定されて

いる岸剣神社・日吉神社・八幡神社の大神楽の奉納、伝統的な水利用が日常生活に息づい

ており、歴史上価値の高い建造物と一体となって歴史的風致が息づいている郡上八幡市街

地を重点区域の範囲とする。 

なお、郡上八幡市街地の背後地であり景観的にも大きな影響が及ぶ周辺山林も含むもの

とする。 

 

２）重点区域の区域 

範囲は以下の箇所を含む区域とする。 

区域①：重要伝統的建造物群保存地区の区域 

区域②：北町用水・御用用水・柳町用水・島谷用水の敷設地区、その水源、 

水利用施設設置個所、水環境保全活動実施区域 

区域③：郡上踊及び祭礼の開催場所 

区域④：大神楽の芝居場所及び巡行箇所 

区域⑤：上記の背後地であり景観的にも大きな影響が及ぶ周辺山林 

なお、重点区域の境界は、都市計画区域の境界線と同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 城下町郡上八幡地区 

面積 ８１８ｈａ 

重点区域：城下町郡上八幡
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八幡都市計画総括図 

重点区域 

３．重点区域の歴史的風致の維持向上による効果 

城下町郡上八幡地区は、近世初頭にその基礎が築かれ、城址、街路、地割り、石垣などの骨格が現

在までよく継承されている。更に、平成17年に実施した歴史的建造物悉皆調査において、築50年以上

と思われる伝統的工法による建造物がおよそ 1,200 棟残存し濃密な歴史的町並みを継承している。ま

た、城下町郡上八幡地区の中心部においては、昭和 61 年に柳町町並み保存会、平成 3 年に職人町

町並み保存会、平成5年に鍛冶屋町町並み保存会を設立し、独自の建築基準により保存会ごとに建築

審査を実施しており、新築、増築、改築等でも歴史的町並みを損なわないよう努めている。現在では、

郡上八幡市街地の 9 町内会（37 路線）において「郡上八幡市街地 まちなみづくり町民協定」を自主協

定として締結し、各地区より選出された建物審査員により建物審査を行っている。そして、この歴史的町

並みを背景として郡上踊・大神楽・伝統的水利用が地域住民の密接な関わりにより継承されている。 

これらを踏まえ、重点区域において歴史的建造物や水利用環境の保全、活用、修理修景等を重点

的かつ一体的に推進することにより、同地区の歴史的風致の維持向上を推進し、郡上市における伝統

文化・芸能が歴史的環境の中で活き続ける場所として永く保たれていくことは、本市における次代に誇

るべき大きな財産であり、今後も郡上市が風格を持って存在していくための大きな資産になる。また今

後は、この重点区域の取り組みを広く市域に拡大してくことで郡上市民に対しても、文化財を活かした

まちづくりに対する意識を醸成し、伝統文化や技術の保存継承に大きく寄与することが期待できる。 

 

４．良好な景観形成に関する施策との連携 

１）八幡都市計画との連携 

 八幡都市計画の決定は昭和 30 年に遡り、その後地区変更を重ね、昭和 44 年の変更を経て現在の

地域に至っている。また、用途地域指定状況については、昭和 52 年の決定に始まり、平成 5 年の都市

計画法の改正を受け、平成7年12月の決定にて現状の地域となっている。地域区分については、第二

種低層住宅専用地域、準居住地域、工業専用地域を除く 9 地区を指定している。 

中心市街地はかつての城下町の街割を継承しているため、宅地規模が狭小で住宅が密集している

ことから、平成 7 年決定の建蔽率では住宅建設が困難な状況も見られた。このため、平成 15 年 6 月に

町並み保存の観点から、第一種住居地域、第 2 種住居地域の建蔽率の見直しを行い、一部 60％から 

80％に引き上げを行っている。なお、建蔽率の引 

き上げ対象となった地区は平成 3 年に施行された 

「郡上八幡景観条例」で、景観保全地区や景観修 

景地区に指定され「まちなみづくり町民協定」の締 

結を受諾した地区となっている。 

また、策定から概ね 20 年を迎える八幡都市計 

画マスタープランの見直に際し、用途区域の追加、 

防災計画、交通計画等を地域住民と協働で検討 

していく。さらに、重点区域における快適な日常 

生活と四季を通じた観光との調和に配慮しながら 

歴史的な町並みの保全・整備を図る。 
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２）八幡都市計画区域マスタープラン（平成 22 年度）との連携 

八幡都市計画区域マスタープランでは、「誰もが、訪ねたいまち郡上【交流】・【輝きたいまち郡

上【活力】・住みたいまち郡上【安心】の実現】を基本理念として設定している。 

「郡上八幡らしい個性あるまちの形成」のためには、地域固有の自然、歴史、文化等豊かな地

域資源の活用が不可欠とし、以下の課題に取り組むこととしている。 

 ・風情のある町並みを活かした魅力ある都市空間の形成 

 ・豊かな自然環境と共生した地域づくり 

 ・良好な都市景観に配慮した適切な自然環境の維持・管理 

 ・豊かな地域資源を活かした固有のイメージの育成と強化 
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３）伝統的建造物群保存地区保存計画との連携 

郡上八幡市街地は、八幡城跡を囲む城下町やその周辺に町家等の歴史的建造物が多く残

っているが、建替えや、取壊し等により徐々に歴史的町並みが損なわれつつある。 

重点区域の北部地区に位置する郡上八幡北町伝統的建造物群保存地区は、平成24年12

月28日に重要伝統的建造物群保存地区として選定を受けた。当地区は重要伝統的建造物群

保存地区の選定前より「郡上八幡市街地 まちなみづくり町民協定」を締結し、建築物、工作物

の新増改築、除却、外観の変更行為に関して、住民自らが基準を設けて審査を行ってきた。今

後は、文化財保護法と郡上市伝統的建造物群保存地区保存計画に基づき、建築物や周辺施

設の修理や修景を行うとともに、景観向上や防災強化に取り組む。また、郡上市景観条例及び

郡上市景観計画の運用と併せてより効果的な景観形成を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡上八幡北町伝統的建造物群保存地区の範囲と伝統的建造物（建造物、工作物）、環境物件の位置図 
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屋敷型・一般住宅の主屋の修景基準と許可基準 
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４）郡上八幡市街地 まちなみづくり町民協定との連携 

「郡上八幡市街地 まちなみづくり町民協定」は自然と歴史に育まれた城下町、郡上八幡

の景観保全と総合的な環境向上を目的として、平成 14 年 9 月に郡上八幡市街地 9 地区を

中央地区として締結された。現在では「城下町郡上八幡地区」内の北部区域、東部区域、南

部区域の 37 地区が協定を締結し、建築物、工作物の新増改築、除却、外観の変更行為に

関して住民自らが基準を設けて審査を行い、景観保全を行っている。今後も、この協定を引き

続き維持し、更に良好な景観形成になるよう取り組みを加速させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色彩の説明 

委員による審査 
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５）郡上市景観計画との連携 

郡上市には、かつての城下町の面影を残す町並みや、長良川、吉田川、和良川等の清流

に沿った独特の水辺景観が残されており、それらが多くの人々を惹きつける集客資源となって

いる。これらの魅力をさらに高めて定住人口、交流人口を拡大し、地域活性化に結びつけてい

く上で、現在の良好な景観の維持・形成が一つの大きなポイントとなる。また、郡上市の豊富な

農産物の流通販売拡大を図る上で、生産地の景観イメージが果たす役割は極めて大きい。 

郡上市景観計画の区域は本市全域とし、景観への影響が大きい大規模な建築・開発行為

等に対する規制・誘導を図っている。また、多くの人の目に触れ、本市の景観イメージを強く規

定することになる主要道路及び鉄道を『景観体験軸』として設定し、より重点的な景観形成を

図っている。 

さらに、地域の魅力ある景観とその創出に貢献する活動を、発見・推進し、将来へ守り育て

ていくため「郡上市景観百景」の認定制度を創設している。郡上市景観百景の認定は、景観

マニュアルを策定することを条件とし、地域独自の景観マニュアルを作成するためワークショッ

プ等によって意見の集約を行うため、守るべき景観に対する意識形成を促している。また、隔

年で郡上市景観賞を実施し、郡上市の景観形成に著しく寄与していると認められる建築物、

工作物、活動等を表彰しており、景観形成に対する市民意識の高揚と郡上市ならではの個性

と魅力あふれるまちづくりの機運を醸成している。 

重点区域のように本市を代表するような特徴的な景観を有している地区や、住民自らが積

極的に景観形成に取り組もうとしている地区については、住民等の合意形成に基づき、より重

点的に景観形成に取り組む『景観形成重点地区』としての位置づけを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美並町粥川地区 景観形成マニュアル 
ワークショップで地域の景観を確認 

ワークショップの結果を現地で確認 
和良町横野地区 景観形成マニュアル 
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地形や町並みなど周辺景観の基調を確認し、それを乱さないような配置、形態とする。

現況の地形を可能な限り活かし、長大な擁壁が生じないようにする。

主要な眺望点からの山並みや自然景観への眺望を阻害しない配置とする。
（主要な眺望点からの見通しを阻害しないよう見通し線を確認し、これを避ける配置とする。）

敷地境界線からできるだけ多く後退し、周辺に圧迫感を与えないような配置とする。

擁壁については高さを極力抑え、原則５ｍ以下とする。

材質 汚れが目立たず、経年変化により味わいの増す外壁材料を使用する等の工夫をする。

周辺の自然景観や集落景観と調和するよう形態意匠を工夫する。

工作物全体として統一感のあるデザインとなるよう努める。

大面積に具象な絵柄や必然性のないデザイン、華美な装飾を施さないようにする。

使用する色数はできる限り少なくし、複数の色を使用する場合は、色の三属性（色相、明度、彩度）の対比が強くならないよう配慮
する。ただし、着色していない木材や土壁等、素材の色をそのまま用いる場合はこの限りでない。

外観の色彩は、別表のとおりとする。ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分の色彩、見付
面積の１／１０未満の範囲内で外観のアクセント色として着色される部分の色彩、および無彩色の屋根についてはこの限りでない。

地域の景観形成にとって適切な樹木や草花による緑化を図り、周辺環境の向上に努める。

樹姿または樹勢が優れた樹木および樹林等が敷地内に生育する場合は、これをできるだけ残す。

道路などの公共空間に面して、垣またはさくを設置する場合は、閉鎖感のあるものは避け、生垣や透視可能な構造とするよう努め
る。

景観体験軸沿いのエリアにおいては、工作物等の敷地面積が0.3ha以上であるものについて、原則として敷地面積の10％以上を緑
化する。（なお、景観体験軸沿い以外のエリアは同値を目標値とする。）

外構

基　　準

配置
形態

意匠

色彩

６）屋外広告物に関する規制との連携 

屋 外 広 告 物 の表 示 及 び掲 出 にあたっては、郡 上 市 景 観 計 画 における景 観 形 成 の方 針

を十分踏まえるとともに、広告塔（野立広告物）など工作物に分類される屋外広告物につい

ては、工作物の景観形成基準に基づき、規制誘導を図っている。 

今 後 については、屋 外 広 告 物 の面 積 や高 さ、形 状 、色 彩 、掲 出 方 法 等 に関 わる制 限 に

ついて「郡上市屋外広告物条例」を定め、規制・誘導を図ることを検討する。 

また、郡上市の景観に触れる最も代表的かつ日常的な場であり、景観イメージを大きく規

定 することになる「城 下 町 郡 上 八 幡 地 区 」のエリアについては、同 条 例 の中 で市 域 全 域 より

も厳しい許可基準を設定し、より重点的に屋外広告物の規制誘導を図ることを目指す。 

 

工作物の景観形成基準 
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７）郡上市観光振興ビジョンとの連携 

郡上市の観光は、夏季の郡上踊や白鳥踊と冬季のスキーを中心としながら自然・文化施設

を散策・見学するスタイルが主流であったが、旧町村の枠を超えることなく地域内での取り組み

に留まっている傾向があり、多くの観光資源を広域的に活かす仕組みが生まれていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡上市観光振興ビジョンでは、行政と市民が共に力を合わせて、観光のまちを意識し、

自然と歴史・文化を大切に守りながら、本物と個性を磨いて魅力ある町づくりを推進すること

で、訪れる人に感動を与え、いつまでも愛されて次世代へ継続していくことを目指している。 

 

郡上市の観光の目指す姿 

   ・四季を通じて、誰もがさまざまなメニューを楽しみ、 

              満足して帰っていただける観光のまちを目指します。 

   ・市民、事業者、行政が参加、連携して 

              心からのおもてなしを提供する観光のまちを目指します。 

上記の郡上市観光振興ビジョンで示す取り組みとも連動し、交流人口の一層の増大にも

貢献できる取り組みを進める。



第４章 重点区域の位置及び区域      □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□ 

 
 

140 

 

７）農業振興地域整備計画との連携  

郡上市では岐阜県が策定した農業振興地域整備基本方針に基づき、八幡地域におい

て平成 24 年に八幡農業振興地域整備計画を策定している。 

 八幡地域の面積 24,231ha の内、1,694.4ha が農業振興地域に指定されており、農用地

区は 480.8ha となっている。重点区域 818ha の内では 74.81ha が農業振興地域に指定さ

れ、3.8ha が農用地区域に指定されている。 

 本市では、農業近代化施設の整備によって農用地持つ多面的機能の維持と高度利用を

図るとともに、集落間の農道や観光農業施設整備により農産物の安定供給と地域振興を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡町 農振農用地図 


